
○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

）
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
に
係
る
地

方
公
共
団
体
等
に
よ
る
定
期
的
な
報
告
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

堀
部

政
男

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
に
係
る
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
定
期
的
な
報
告
に
関
す
る
規
則

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
二
条

特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
地
方
公
共
団
体
（
地
方
公
共
団
体
の
組
合
及
び
財
産
区
に
あ
っ
て
は
、
特
定
個
人

情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同



規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
項
目
評
価
書
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
た
も

の
に
限
る
。
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
毎
年
度
、
前
年
度
に
お
い
て
個
人
番
号
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の

他
の
個
人
番
号
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特

定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
報
告
の
ほ
か
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
、
委
員
会
が
地
方
公
共

団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
随
時
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
雑
則
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


